


三重県県土整備

部道路整備課紀

勢道調整監印

三重県出納局

総務課出納監

印

三重県県土整備

部道路整備課紀

勢道調整監印

三重県県土整備

部道路整備課紀

勢道調整監職務

代理者印

三重県出納局

総務課出納監

職務代表者印

方

二
三

て
ん
書

木

公

文

書

用

県
土
整
備
部
道
路
整
備
課

高
速
道
推
進
室

(

尾
鷲
市

駐
在)

方

二
三

て
ん
書

木

公

文

書

用

出
納
局
総
務
課

北
勢
県
民
局
管
内
所
管

(

一)

津
地
方
県
民
局
管
内
所
管

(

二)

松
阪
地
方
県
民
局
管
内
所

管

(

三)

南
勢
志
摩
県
民
局
管
内
所

管

(

四)

伊
賀
県
民
局
管
内
所
管

(

五)

紀
北
県
民
局
管
内
所
管

(

六)

紀
南
県
民
局
管
内
所
管

(

七)

()

方

二
三

て
ん
書

木

公

文

書

用

県
土
整
備
部
道
路
整
備
課

高
速
道
推
進
室

(

尾
鷲
市

駐
在)

方

二
三

て
ん
書

木

公

文

書

用

県
土
整
備
部
道
路
整
備
課

高
速
道
推
進
室

(

尾
鷲
市

駐
在)

方

二
三

て
ん
書

木

公

文

書

用

出
納
局
総
務
課

北
勢
県
民
局
管
内
所
管

(

一)

津
地
方
県
民
局
管
内
所
管

(

二)

松
阪
地
方
県
民
局
管
内
所

管

(

三)

南
勢
志
摩
県
民
局
管
内
所

管

(

四)

伊
賀
県
民
局
管
内
所
管

(

五)

紀
北
県
民
局
管
内
所
管

(

六)

紀
南
県
民
局
管
内
所
管

(

七)

()

｢

を

｣

｢

に
改
め､

｣

同
表
課
長
職
務
代
理
者
印
の
項
保
管
す
る
課
及
び
地
域
機
関
等
の
欄
中

｢

各
課
室｣

を

｢

各
課｣

に
改
め､

同
項
中

｢
を

｣

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
2
)



三重県県土整備

部道路整備課紀

勢道調整監職務

代表者印

方

二
三

て
ん
書

木

公

文

書

用

県
土
整
備
部
道
路
整
備
課

高
速
道
推
進
室

(

尾
鷲
市

駐
在)

津
保
健
所
久
居
支
所

伊
勢
保
健
所
志
摩
支
所

伊
勢
保
健
所
志
摩
支
所

北
勢
県
民
局
生
活
環
境
部

桑
名
市
駐
在

(

二)

鈴
鹿
市
駐
在

(

三)

北
勢
県
民
局
四
日
市
保
健

福
祉
部

北
勢
児
童
相
談
所(

二)

津
地
方
県
民
局
保
健
福
祉

部
久
居
支
所

(

二)

中
央
児
童
相
談
所(

二)

南
勢
志
摩
県
民
局
保
健
福

祉
部志

摩
支
所

(

二)

南
勢
志
摩
県
民
局
農
林
水

産
商
工
部

(

阿
児
町
駐
在)

(

二)

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
技
術
総
合
研
究
所

金
属
セ
ン
ター

(

二)

窯
業
セ
ン
ター

(

三)

窯
業
セ
ン
ター

伊
賀
分

場

(

三
の
２)

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
技
術
総
合
研
究
所
窯

業
セ
ン
ター

伊
賀
分
場

(

二)

津
保
健
所

久
居
支
所

(

二)

伊
勢
保
健
所

志
摩
支
所

(

二)

四
日
市
鈴
鹿
地
域
農
業
改

良
普
及
セ
ン
ター

鈴
鹿
支
所

(

二)

中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

伊
賀
支
所

(

二)

北
勢
県
民
局
生
活
環
境
部

桑
名
市
駐
在

(

二)

鈴
鹿
市
駐
在

(

三)

北
勢
県
民
局
四
日
市
保
健

福
祉
部

北
勢
児
童
相
談
所(

二)

津
地
方
県
民
局
保
健
福
祉

部
中
央
児
童
相
談
所(

二)

南
勢
志
摩
県
民
局
保
健
福

祉
部志

摩
支
所

(

二)

南
勢
志
摩
県
民
局
農
林
水

産
商
工
部

(

阿
児
町
駐
在)

(

二)

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

総
合
研
究
企
画
部

保
健
環
境
研
究
部

工
業
研
究
部

工
業
研
究
部
金
属
研
究

室

(

二)

工
業
研
究
部
窯
業
研
究

室

(

三)

工
業
研
究
部
窯
業
研
究

室
伊
賀
分
室

(

三
の
２)

農
業
研
究
部

畜
産
研
究
部

林
業
研
究
部

水
産
研
究
部

伊
勢
保
健
所

志
摩
支
所

(

二)

四
日
市
鈴
鹿
地
域
農
業
改

良
普
及
セ
ン
ター

鈴
鹿
支
所

(

二)

中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

伊
賀
支
所

(

二)

｢

に
改
め､

｣

同
表
地
域
機
関
印
の
項
保
管
す
る
課
及
び
地
域
機
関
等
の
欄
中

｢
｢

を

に
改
め､

｣
｣

同
表
地
域
機
関
の
長
の
印
の
項
保
管
す
る
課
及
び
地
域
機
関
等
の
欄
中

｢
｢

を

に
改
め､

｣
｣

同
表
出
納
員
印
の
項
中

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
3
)



三重県出納局

総務課出納員

印

�
�
�
�

地域機関

名

出納員印

�
�

�
�三重県((部名又

は局名) 及び
(課名又は室
名))
出 納 員 印

(地域機関名)

出 納 員 印

(地域機関名)

会 計 員 印

収 入 用
(二)

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

出
納
局
総
務
課

北
勢
県
民
局
管
内
所
管

(

一)

津
地
方
県
民
局
管
内
所
管

(

二)

松
阪
地
方
県
民
局
管
内
所

管

(

三)

南
勢
志
摩
県
民
局
管
内
所

管

(

四)

伊
賀
県
民
局
管
内
所
管

(

五)

紀
北
県
民
局
管
内
所
管

(

六)

紀
南
県
民
局
管
内
所
管

(

七)

()

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

東
京
事
務
所

大
阪
事
務
所

県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

各
課

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

関
係
地
域
機
関

方
二
一

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

北
勢
県
民
局
企
画
調
整
部

(

鈴
鹿
市
駐
在)

北
勢
県
民
局
四
日
市
保
健

福
祉
部

北
勢
児
童
相
談
所

津
地
方
県
民
局
保
健
福
祉

部
中
央
児
童
相
談
所

北
勢
県
民
局
生
活
環
境
部

(

鈴
鹿
市
駐
在)

伊
勢
県
税
事
務
所

(

阿
児
町
駐
在)

総
務
局
税
務
政
策
課

｢

を

｣

｢

に
改
め､

｣

同
表
会
計
員
印
の
項
中

｢

を

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
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三重県 ( (部名
又は局名) 及び
(課名又は室
名) ) 会計員印

(地域機関名)

会計員印

収 入 用
(三の２)

(地域機関名)

会計員印

収 入 用
(二)

三重県 ( (部名
又は局名) 及び
(課名又は室
名) ) 会計員印

(地域機関名)

会計員印

収 入 用
(三)

方
二
一

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

各
課
室

用入収

方

二
一

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

北
勢
県
民
局
四
日
市
保
健

福
祉
部(

児
童
グ
ルー

プ)

北
勢
県
民
局
生
活
環
境
部

(

桑
名
環
境
グ
ルー

プ)

津
地
方
県
民
局
保
健
福
祉

部

(

児
童
グ
ルー

プ)

南
勢
志
摩
県
民
局
保
健
福

祉
部

(

志
摩
衛
生
指
導
グ

ルー

プ)

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部

(

金
属
研

究
室)

農
業
研
究
部

(

茶
業
研

究
室)

方

二
一

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

北
勢
県
民
局
生
活
環
境
部

(
鈴
鹿
環
境
グ
ルー

プ)
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部
(

窯
業
研
究

室)科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部

(
伊
賀
農
業

研
究
室)

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

水
産
研
究
部

(

尾
鷲
水
産

研
究
室)

方

二
一

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部

(

窯
業
研
究

室
伊
賀
分
室)

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部

(

紀
南
果
樹

研
究
室)

方

二
一

て
ん
書

木

出
納
事
務
用

各
課

用入収

｣

｢

に
改
め
る

｡

｣

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
し
ま
す

｡

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
5
)



平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三

重

県

知

事

北

川

正

恭

三
重
県
規
則
第
五
十
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
三
重
県
規
則
第
四

号)

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
一
条
の
表
本
庁
の
項
中

｢

発
電
計
画
調
整
監｣

及
び

｢

機
電
設
備
管
理
監｣

を
削
り､

同
表
事
業
所
の
項
中

｢

部
次
長｣

及
び

｢

セ
ン
ター

次
長｣

を
削
る

｡

第
二
条
の
表
県
立
病
院
課
の
項
中

｢

医
務
調
整
監｣

を

｢

医
務
調
整
監

看
護
調
整
監｣

に
改
め
る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
一
部
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三

重

県

知

事

北

川

正

恭

三
重
県
規
則
第
五
十
一
号

委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
一
部
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
一
部
委
任
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
三
重
県
規
則
第
十
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

別
表
第
一
教
育
長
の
項
第
一
号
中

｢

及
び
三
重
県
物
品
調
達
規
則

(

昭
和
五
十
年
三
重
県
規
則
第
十
一
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ

り
集
中
調
達
を
す
る
物
品

(

以
下

｢

集
中
調
達
物
品｣

と
い
う

｡)｣

を
削
り､

同
表
人
事
委
員
会
事
務
局
長､

監
査
委
員
事
務
局
長

及
び
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長
の
項
中

｢(

集
中
調
達
物
品
に
係
る
も
の
を
除
く

｡)｣
を
削
る

｡

別
表
第
二
教
育
委
員
会
事
務
局
福
利
課
長
の
項
中

｢

福
利
課
長｣

を

｢

教
職
員
課
福
利
室
長｣

に
改
め､

同
表
警
察
本
部
長
の
項

第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

五

労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
一
部

の
委
任
等
に
関
す
る
政
令

(

平
成
四
年
政
令
第
二
百
九
十
号)

第
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
の

う
ち､

警
察
所
管
事
業
に
関
す
る
こ
と

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三

重

県

知

事

北

川

正

恭

三
重
県
規
則
第
五
十
二
号

三
重
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
行
政
組
織
規
則

(

平
成
十
年
三
重
県
規
則
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

目
次
中

｢

課､

係
等
の
設
置｣

を

｢

課
等
の
設
置｣

に､

｢

生
活
部
各
課
の
分
掌
事
務｣

を

｢

生
活
部
各
課
及
び
室
の
分
掌
事
務｣

に､

｢

第
二
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター
｣

を

｢

第
二
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

総
合
研
究
企
画
部｣

に､

｢

科
学
技
術
振

興
セ
ン
ター

保
健
環
境
研
究
所

(

第
七
十
八
条)｣

を

｢

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

保
健
環
境
研
究
部

(

第
七
十
八
条ー

第
八
十
条)｣

に､

｢

第
四
目

削
除｣

を

｢

第
四
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部

(

第
八
十
一
条ー

第
八
十
三
条)｣

に､

｢

科
学
技

術
振
興
セ
ン
ター

工
業
技
術
総
合
研
究
所

(

第
八
十
一
条ー

第
八
十
三
条)｣

を

｢

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部

(

第
八

十
四
条ー

第
八
十
六
条)｣

に､

｢

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
技
術
セ
ン
ター

(

第
八
十
四
条ー

第
九
十
五
条)｣

を

｢

科
学
技

術
振
興
セ
ン
ター

畜
産
研
究
部

(

第
八
十
七
条ー

第
九
十
六
条)｣

に､

｢

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

林
業
技
術
セ
ン
ター

(

第
九
十

六
条
・
第
九
十
七
条)｣

を

｢

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

林
業
研
究
部

(

第
九
十
七
条)｣

に､

｢

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

水
産
技

術
セ
ン
ター

｣

を

｢

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

水
産
研
究
部｣

に
改
め
る

｡

第
五
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し､

第
二
項
を
第
三
項
と
し､

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

２

政
策
評
価
推
進
課
に
政
策
法
務
室
を
置
く

｡

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

(

生
活
部
の
分
課
の
設
置)

第
六
条

生
活
部
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
設
置
す
る

｡
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一

生
活
課

二

人
権
室

三

同
和
室

四

情
報
公
開
室

五

男
女
共
同
参
画
室

六

交
通
安
全
室

七

私
学
振
興
室

八

文
化
課

九

勤
労
福
祉
課

十

雇
用
支
援
室

十
一

職
業
能
力
開
発
室

十
二

青
少
年
育
成
課

十
三

国
際
室

十
四

Ｎ
Ｐ
Ｏ
室

第
七
条
第
二
項
中

｢

及
び
監
査
・
法
人
支
援
室｣

を

｢
､

監
査
・
法
人
支
援
室
及
び
健
康
危
機
管
理
対
策
室｣

に
改
め
る

｡

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

３

廃
棄
物
対
策
課
に
循
環
シ
ス
テ
ム
推
進
室
を
置
く

｡

第
九
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し､

同
条
第
三
項
中

｢

担
い
手
対
策
室｣

を

｢

地
産
地
消
推
進
室
及
び
担
い
手
対
策
室｣

に
改
め､

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し､

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

３

新
産
業
創
造
課
に
２
０
０
５
年
集
客
交
流
推
進
室
を
置
く

｡

第
十
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し､

第
二
項
を
第
三
項
と
し､

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

２

市
町
村
課
に
地
方
分
権
・
広
域
行
政
推
進
室
を
置
く

｡

第
十
四
条
中

｢

給
与
の
支
払
に
関
す
る
事
務｣

を

｢

会
計
検
査
に
関
す
る
事
務｣

に
改
め
る

｡

第
十
五
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

一

出
納
総
務
課

二

財
務
会
計
課

第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
中

｢

石
炭
並
び
に
石
油
及
び
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギー

対
策
特
別
会
計
法｣

を

｢
石
炭
並
び
に
石
油
及
び

エ
ネ
ル
ギー

需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
法｣

に
改
め､

同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し､

第
八
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

八

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号)
の
施
行
に

関
す
る
こ
と

｡

第
十
六
条
第
四
項
第
三
号
中

｢

統
計
情
報
デー

タ
ベー

ス
シ
ス
テ
ム
の
運
用
管
理｣

を

｢

統
計
情
報
デー

タ
の
提
供｣

に
改
め､

同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し､

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

四

各
種
統
計
分
析
に
関
す
る
こ
と

｡

第
十
七
条
第
一
項
中
第
十
号
を
削
り､

第
九
号
を
第
十
号
と
し､

第
八
号
を
第
九
号
と
し､

第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

八

県
費
に
属
す
る
給
与
の
支
払
事
務
に
関
す
る
こ
と

｡

第
十
七
条
第
一
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し､

第
十
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
十
二
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

十
三

特
定
の
公
益
法
人
等
の
運
営
に
係
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

第
十
七
条
第
二
項
中
第
十
号
を
削
り､

第
十
一
号
を
第
十
号
と
し､

第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し､

第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し､

第
十
四
号
を
削
り､

第
十
五
号
を
第
十
三
号
と
し､

第
十
六
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ､

同
条
第
四
項
中
第

十
一
号
を
第
十
二
号
と
し､

第
十
号
を
第
十
一
号
と
し､

第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

十

県
税

(

自
動
車
税
及
び
自
動
車
取
得
税
を
除
く

｡)

の
徴
収
台
帳､

徴
収
簿
等
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

｡

第
十
七
条
第
五
項
第
十
号
中

｢

､

教
育
財
産｣

を
削
る

｡

第
一
章
第
三
節
第
三
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡
第
三
款

生
活
部
各
課
及
び
室
の
分
掌
事
務

(

生
活
部
各
課
及
び
室
の
分
掌
事
務)

第
十
八
条

生
活
課
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡
一

部
内
職
員
の
身
分
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

｡
二

部
内
の
予
算､

経
理
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と

｡
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三

生
活
行
政
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

四

部
内
の
広
聴
及
び
広
報
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と

｡

五

消
費
者
保
護
基
本
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

六

消
費
生
活
協
同
組
合
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

七

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法

(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

八

生
活
関
連
物
資
等
の
買
占
め
及
び
売
惜
し
み
に
対
す
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号)

の

施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

九

訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

十

物
価
統
制
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
十
八
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

十
一

ゴ
ル
フ
場
等
に
係
る
会
員
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

十
二

生
活
部
関
係
の
公
益
法
人
の
許
認
可
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と

｡

十
三

三
重
県
消
費
生
活
対
策
審
議
会
に
関
す
る
こ
と

｡

十
四

県
民
生
活
セ
ン
ター

に
関
す
る
こ
と

｡

十
五

総
合
文
化
セ
ン
ター

に
関
す
る
こ
と

(
教
育
委
員
会
事
務
局
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く

｡)

｡

十
六

そ
の
他
部
内
他
課
及
び
室
の
所
管
に
属
し
な
い
こ
と

｡

２

人
権
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

人
権
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

二

三
重
県
人
権
施
策
審
議
会
に
関
す
る
こ
と

｡

三

人
権
セ
ン
ター

に
関
す
る
こ
と

｡

四

そ
の
他
人
権
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

３

同
和
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

同
和
対
策
の
総
合
企
画､

調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

二

地
方
改
善
事
業
及
び
福
祉
対
策
事
業
に
関
す
る
こ
と

｡

三

三
重
県
同
和
対
策
委
員
会
に
関
す
る
こ
と

｡

四

そ
の
他
同
和
対
策
に
関
す
る
こ
と

｡

４

情
報
公
開
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と

｡

二

個
人
情
報
の
保
護
対
策
に
関
す
る
こ
と

｡

三

三
重
県
情
報
公
開
審
査
会
に
関
す
る
こ
と

｡

四

情
報
提
供
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

５

男
女
共
同
参
画
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

(

平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
八
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

二

男
女
共
同
参
画
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

三

三
重
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
関
す
る
こ
と

｡

四

そ
の
他
男
女
共
同
参
画
推
進
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

６

交
通
安
全
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

交
通
安
全
対
策
基
本
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

二

土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と(

土
砂
等
の
運
搬
に
関
す
る
事
業
の
協
業
化
等
の
促
進
及
び
団
体
の
指
導
に
関
す
る
事
務
に
限
る

｡)

｡

三

交
通
安
全
対
策
の
総
合
企
画､

調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

四

交
通
災
害
共
済
に
関
す
る
こ
と

｡

五

モー

ター

ボー

ト
及
び
ヨ
ッ
ト
の
事
故
防
止
に
関
す
る
こ
と

｡

六

三
重
県
交
通
安
全
対
策
会
議
に
関
す
る
こ
と

｡

七

そ
の
他
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
こ
と

｡

７

私
学
振
興
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

(

私
立
学
校
に
係
る
も
の
に
限
る

｡)

｡

二

私
立
学
校
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

三

私
立
学
校
振
興
助
成
法

(

昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡
四

高
等
教
育
機
関
に
関
す
る
こ
と

｡
五

三
重
県
私
立
学
校
審
議
会
に
関
す
る
こ
と

｡
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六

そ
の
他
私
学
振
興
に
関
す
る
こ
と

｡

８

文
化
課
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

宗
教
法
人
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

二

県
民
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と

｡

三

文
化
行
政
の
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

四

余
暇
行
政
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

(

他
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く

｡)

｡

五

県
史
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と

｡

六

三
重
県
文
化
審
議
会
に
関
す
る
こ
と

｡

七

そ
の
他
文
化
行
政
に
関
す
る
こ
と

｡

９

勤
労
福
祉
課
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

労
働
組
合
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

二

労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

三

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法

(

昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

四

労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

(

平
成
四
年
法
律
第
九
十
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

五

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号)

の

施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

六

育
児
休
業､

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号)

の

施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

七

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

八

労
働
者
の
文
化､

共
済
そ
の
他
福
祉
に
関
す
る
こ
と

｡

九

勤
労
青
少
年
の
育
成
及
び
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と

｡

十

労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と

｡

十
一

労
働
関
係
施
設
の
運
営
指
導
に
関
す
る
こ
と

｡

十
二

労
働
情
勢
の
把
握
に
関
す
る
こ
と

｡

十
三

労
働
問
題
一
般
に
つ
い
て
の
相
談
に
関
す
る
こ
と

｡

十
四

労
働
経
済
調
査
に
関
す
る
こ
と

｡

十
五

そ
の
他
労
働
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

01

雇
用
支
援
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

雇
用
対
策
法

(

昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

二

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

三

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

四

地
域
雇
用
開
発
等
促
進
法

(

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

五

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

六

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

七

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法

(

平
成
十
一
年
法
律
第
二
十
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

八

そ
の
他
雇
用
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

11

職
業
能
力
開
発
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

職
業
能
力
開
発
促
進
法

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

二

雇
用
保
険
法

(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

三

労
働
者
の
技
能
の
習
得
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と

｡

四

三
重
県
職
業
能
力
開
発
審
議
会
に
関
す
る
こ
と

｡

五

県
立
津
高
等
技
術
学
校
に
関
す
る
こ
と

｡

六

そ
の
他
職
業
能
力
開
発
に
関
す
る
こ
と

｡

21

青
少
年
育
成
課
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

青
少
年
対
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

二

県
民
体
力
つ
く
り
運
動
普
及
促
進
事
業
に
関
す
る
こ
と

｡

三

青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と

｡
四

青
少
年
の
国
際
交
流
に
関
す
る
こ
と

｡
五

三
重
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
に
関
す
る
こ
と

｡
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六

そ
の
他
青
少
年
対
策
に
関
す
る
こ
と

｡

31

国
際
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

旅
券
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

二

国
際
化
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

三

国
際
協
力
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

四

国
際
交
流
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

五

地
域
の
国
際
化
に
関
す
る
こ
と

｡

六

そ
の
他
外
国

(

在
日
外
国
公
館
を
含
む

｡)

と
の
連
絡
及
び
交
渉
に
関
す
る
こ
と

｡

41

Ｎ
Ｐ
Ｏ
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

二

Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
関
す
る
こ
と

｡

三

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

四

み
え
県
民
交
流
セ
ン
ター

の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と

｡

第
十
九
条
第
一
項
第
七
号
中

｢

社
会
福
祉
事
業
法｣
を

｢

社
会
福
祉
法｣

に
改
め､

同
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
八
号
と
し､

第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
十
七
号
を
第
二
十
四
号
と
し､

同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

二
十
三

三
重
県
結
核
審
査
協
議
会
に
関
す
る
こ
と

｡

第
十
九
条
第
一
項
中
第
十
六
号
を
第
二
十
二
号
と
し､

第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
十
二
号
を
第

十
八
号
と
し､

同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

十
七

衛
生
検
査
業
務
及
び
臨
床
検
査
業
務
に
関
す
る
こ
と

｡

第
十
九
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
第
十
六
号
と
し､

第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
七
号
の
次
に
次
の
五

号
を
加
え
る

｡

八

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

の
施
行
に
関
す
る

こ
と

｡

九

予
防
接
種
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

十

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

十
一

検
疫
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

十
二

食
品
衛
生
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

(

食
中
毒
等
健
康
危
機
管
理
に
関
す
る

事
務
に
限
る

｡)

｡

第
十
九
条
第
三
項
中
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り､

第
六
号
を
第
二
号
と
し､

第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り

上
げ､

第
十
一
号
を
削
り､

第
十
二
号
を
第
七
号
と
し､

第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ､

第
十
七
号
を
削

り､

第
十
八
号
を
第
十
二
号
と
し､

第
十
九
号
を
第
十
三
号
と
し､

第
二
十
号
を
第
十
四
号
と
す
る

｡

第
十
九
条
第
五
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し､

第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
四
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る

｡

五

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

第
十
九
条
第
七
項
第
十
一
号
中

｢
(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号)｣

を
削
り､

｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に

｢(

他
課
の

所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く

｡)｣

を
加
え､

同
項
第
十
四
号
中

｢

環
境
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

生

活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る

｡

第
二
十
条
第
二
項
中
第
四
号
を
削
り､

第
五
号
を
第
四
号
と
し､

第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ､

同
条
第
三

項
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

二
十
一

下
水
道
の
整
備
等
に
伴
う
一
般
廃
棄
物
処
理
業
等
の
合
理
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(

昭
和
五
十
年
法
律
第
三
十
一
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

第
二
十
一
条
第
二
項
第
九
号
及
び
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

九

観
光
の
振
興
並
び
に
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と

｡

十

物
産
の
振
興
並
び
に
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と

｡

第
二
十
一
条
第
二
項
中
第
十
一
号
を
削
り､

第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し､

第
十
三
号
を
削
り､

第
十
四
号
を
第
十
二
号
と
し､

第
十
五
号
を
第
十
三
号
と
す
る

｡

第
二
十
一
条
第
三
項
第
四
号
中

｢

青
年
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法｣

を

｢

青
年
等
の
就
農

促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法｣

に
改
め､

同
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
四
号
と
し､

第
十
七
号
か
ら

第
二
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し､

同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡
十
七

地
産
地
消
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡
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第
二
十
一
条
第
三
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し､

第
八
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
七
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る

｡

八

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

(

米
穀
の
生

産
調
整
に
関
す
る
こ
と
に
限
る

｡)

｡

第
二
十
一
条
第
四
項
第
一
号
中

｢(

平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号)｣

を
削
り､

｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に

｢(

農
林
水
産
経
営
企
画

課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く

｡)｣

を
加
え､

同
項
中
第
二
号
を
削
り､

第
三
号
を
第
二
号
と
し､

同
項
第
四
号
中

｢

昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
十
五
号｣
を

｢

平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号｣

に
改
め､

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し､

同
項
中
第
五
号
を
第
四
号
と

し､

第
六
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ､

同
項
第
三
十
四
号
中

｢

農
業
生
産
体
制
強
化
総
合
推
進
対
策｣

を

｢

農
業
生
産
総
合
対
策｣

に
改
め､

同
号
を
同
項
第
三
十
三
号
と
し､

同
項
第
三
十
五
号
中

｢

農
畜
産
物
の｣

の
下
に

｢

生
産
振

興､

｣

を
加
え､

同
号
を
同
項
第
三
十
四
号
と
し､

同
項
中
第
三
十
六
号
を
第
三
十
五
号
と
し､

同
項
第
三
十
七
号
中

｢

畜
産
再
編

総
合
対
策｣

を

｢

畜
産
振
興
総
合
対
策｣
に
改
め､

同
号
を
同
項
第
三
十
六
号
と
し､

同
項
中
第
三
十
八
号
を
第
三
十
七
号
と
し､

第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ､

同
項
第
四
十
四
号
中

｢

の
生
産
振
興
及
び
消
費
流
通｣

を
削
り､

同

号
を
同
項
第
四
十
三
号
と
す
る

｡

第
二
十
一
条
第
五
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中

｢
構
造
改
善
局｣

を

｢

農
村
振
興
局｣

に
改
め､

同
項
第
九
号
中

｢

農
業
構
造
改
善

事
業｣

を

｢

経
営
構
造
対
策
事
業｣

に
改
め､

同
項
第
十
二
号
中

｢

構
造
改
善
局｣

を

｢

農
村
振
興
局｣

に
改
め
る

｡

第
二
十
一
条
第
七
項
中
第
六
号
を
削
り､

第
七
号
を
第
六
号
と
し､

同
項
第
八
号
中

｢

昭
和｣

を

｢

明
治｣

に
改
め､

同
号
を
同

項
第
七
号
と
し､

同
項
中
第
九
号
を
第
八
号
と
し､

第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ､

第
十
三
号
の
前
に
次
の

一
号
を
加
え
る

｡

十
二

漁
業
に
係
る
指
導
監
督
通
信
に
関
す
る
こ
と

｡

第
二
十
一
条
第
八
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し､

第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
八
号
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る

｡

九

持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法

(

平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
一
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

第
二
十
一
条
第
九
項
第
七
号
中

｢

優
良
田
園
住
宅
の
建
設
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の
促
進
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る

｡

第
二
十
一
条
第
十
一
項
中
第
六
号
を
削
り､

第
七
号
を
第
六
号
と
し､

第
八
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る

｡

第
二
十
一
条
第
十
二
項
第
二
号
を
削
り､

同
項
第
三
号
中

｢

中
小
企
業
近
代
化
資
金
等
助
成
法｣

を

｢
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導

入
資
金
助
成
法｣

に
改
め､

同
号
を
同
項
第
二
号
と
し､

同
項
第
四
号
を
削
り､

同
項
第
五
号
中

｢

中
小
企
業
事
業
団
法

(

昭
和
五

十
五
年
法
律
第
五
十
三
号)｣

を

｢

中
小
企
業
総
合
事
業
団
法

(

平
成
十
一
年
法
律
第
十
九
号)｣

に
改
め､

同
号
を
同
項
第
三
号
と

し､

同
項
中
第
六
号
を
第
四
号
と
し､

第
七
号
を
削
り､

第
八
号
を
第
五
号
と
し､

第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り､

第
十
一
号
を
第

六
号
と
し､

第
十
二
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る

｡

第
二
十
二
条
第
二
項
第
十
号
中

｢

地
方
公
営
企
業
法｣

の
下
に

｢(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号)｣

を
加
え､

同
項
中

第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し､

第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

十
七

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

第
二
十
二
条
第
二
項
中
第
十
六
号
を
削
り､

第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し､

第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し､

第
十
三
号
を
第
十
四

号
と
し､

第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

十
三

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
年
法
律
第
六
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

第
二
十
二
条
第
六
項
第
三
号
中

｢

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
法｣

を

｢

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済

等
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め､

同
項
第
十
二
号
中

｢

電
気
用
品
取
締
法｣

を

｢

電
気
用
品
安
全
法｣

に
改
め
る

｡

第
二
十
三
条
第
二
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し､

第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

同
項
第
七
号
中

｢

生

産
・
調
達
・
運
用
支
援
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム

(

Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ)｣

を

｢

公
共
事
業
支
援
統
合
情
報
シ
ス
テ
ム

(

建
設
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
／

Ｅ
Ｃ)｣

に
改
め､

同
号
を
同
項
第
九
号
と
し､

同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

八

公
共
工
事
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と

｡

第
二
十
三
条
第
二
項
第
六
号
中

｢

､

公
共
工
事
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
運
用｣

を
削
り､

同
号
を
同
項
第
七
号
と
し､

同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し､

第
四
号
を
第
五
号
と
し､

第
三
号
を
第
四
号
と
し､

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

三

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

(

他
課
の

所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く

｡)

｡

第
二
十
三
条
第
六
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し､

第
六
号
を
第
七
号
と
し､

第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

六

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

の
施
行

に
関
す
る
こ
と

｡
第
二
十
三
条
第
七
項
第
二
号
中

｢

､

一
般
海
域
及
び
国
土
交
通
省
所
管
の
海
岸
保
全
地
域｣

を

｢

及
び
一
般
海
域
並
び
に
国
土
交
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局
長

局

知
事
の
命
を
受
け
て
局
の
事
務
を
掌
理
し､

部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る

｡

室
長

室

上
司
の
命
を
受
け
て
室
の
事
務
を
掌
理
し､

部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る

｡

室
長
補
佐

室

あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
に
つ
い
て
室
長
を
補
佐
し
て､

部
下
職
員
を
指
揮
監
督

し､

室
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は､

そ
の
職
務
を
代
理
す
る

｡

通
省
所
管
の
海
岸
保
全
地
域
及
び
一
般
公
共
海
岸
区
域｣

に
改
め､

同
条
第
八
項
第
九
号
中

｢

条
例｣

の
下
に

｢(

昭
和
四
十
七
年

三
重
県
条
例
第
四
十
一
号)｣

を
加
え､

同
条
第
十
項
第
十
四
号
中

｢

住
宅
・
都
市
整
備
公
団
法

(

昭
和
五
十
六
年
法
律
第
四
十
八

号)｣
を

｢

都
市
基
盤
整
備
公
団
法

(

平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
六
号)｣

に
改
め､

同
項
第
十
八
号
中

｢

住
宅
・
都
市
整
備
公
団｣

を

｢

都
市
基
盤
整
備
公
団｣

に
改
め
る

｡

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

(

出
納
局
各
課
の
分
掌
事
務)

第
二
十
四
条

出
納
総
務
課
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

局
内
職
員
の
身
分
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

｡

二

局
内
の
予
算､

経
理
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と

｡

三

局
内
の
広
聴
及
び
広
報
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と

｡

四

証
紙

(

県
税
に
係
る
証
紙
を
除
く

｡)

に
関
す
る
こ
と

｡

五

収
入
及
び
支
出
の
出
納
に
関
す
る
こ
と

｡

六

小
切
手
の
振
出
し
に
関
す
る
こ
と

｡

七

歳
計
現
金
の
管
理
運
用
及
び
基
金
の
運
用
に
関
す
る
こ
と

｡

八

決
算
の
調
製
及
び
報
告
に
関
す
る
こ
と

｡

九

指
定
金
融
機
関､

指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
に
関
す
る
こ
と

｡

十

国
費
に
関
す
る
支
出
負
担
行
為
の
確
認
及
び
支
出
に
関
す
る
こ
と

｡

十
一

国
の
債
権
管
理
及
び
歳
入
徴
収
に
関
す
る
こ
と

｡

十
二

グ
リー

ン
購
入
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

十
三

物
件
関
係
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と

｡

十
四

三
重
県
物
品
調
達
規
則

(

平
成
十
三
年
三
重
県
規
則
第
四
十
一
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

十
五

県
有
自
動
車
の
管
理
の
総
括
に
関
す
る
こ
と

｡

十
六

そ
の
他
局
内
他
課
の
所
管
に
属
し
な
い
こ
と

｡

２

財
務
会
計
課
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

会
計
検
査
及
び
会
計
事
務
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

｡

二

出
納
員
及
び
会
計
員
の
賠
償
責
任
の
審
査
に
関
す
る
こ
と

｡

三

三
重
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
に
関
す
る
こ
と

｡

四

財
務
会
計
電
算
シ
ス
テ
ム
の
運
用
並
び
に
保
守
管
理
及
び
開
発
に
関
す
る
こ
と

｡

五

三
重
県
会
計
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
重
県
規
則
第
十
五
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

第
二
十
五
条
第
一
項
の
表
部
長

(

局
長
を
含
む

｡)

の
項
中

｢(

局
長
を
含
む

｡)｣

及
び

｢(

局
を
含
む

｡)｣

を
削
り､

同
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡

第
二
十
五
条
第
一
項
の
表
次
長
の
項
組
織
の
欄
中

｢

部｣

の
下
に

｢

又
は
局｣

を
加
え､

同
項
職
務
の
欄
中

｢

部｣

の
下
に

｢

若

し
く
は
局｣

を､

｢

部
長｣

の
下
に

｢

又
は
局
長｣

を
加
え､

同
表
課
長

(

室
長
を
含
む

｡)

の
項
中

｢(

室
長
を
含
む

｡)｣

及
び

｢(

室
を
含
む

｡)｣

を
削
り､

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡

第
二
十
五
条
第
一
項
の
表
課
長
補
佐
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡

第
二
十
五
条
第
四
項
の
表
理
事
の
項､

審
議
監
の
項､

技
監
の
項
及
び
参
事
の
項
中

｢

部｣

の
下
に

｢

又
は
局｣

を
加
え､

同
表

副
参
事
の
項
中

｢

課｣

の
下
に

｢

又
は
室｣

を
加
え､

同
表
企
画
員
の
項
中

｢

部｣

の
下
に

｢

又
は
局｣

を
加
え､

同
表
主
幹
の
項

中

｢

課｣

の
下
に

｢

又
は
室｣

を
加
え､

同
表
主
査
の
項
中

｢

係｣

を

｢

室｣

に
改
め､

同
表
中
政
策
調
整
監
の
項､

エ
ネ
ル
ギー

政
策
監
の
項
及
び
広
域
交
流
監
の
項
を
削
り､

同
表
庁
舎
・
財
産
管
理
監
の
項
中

｢

庁
舎
・
財
産
管
理
監｣

を

｢

資
産
運
用
管
理
監｣

に､

｢

庁
舎
及
び
公
有
財
産｣

を

｢

資
産
運
用｣

に
改
め､

同
表
青
少
年
対
策
審
議
監
の
項
を
削
り､

同
表
女
性
政
策
審
議
監
の
項

中

｢

女
性
政
策
審
議
監｣

を

｢

男
女
共
同
参
画
審
議
監｣

に､

｢

女
性
政
策｣

を

｢

男
女
共
同
参
画
施
策｣

に
改
め､

同
表
地
域
改

善
調
整
監
の
項
中

｢

同
和
課｣

を

｢

同
和
室｣

に
改
め､

同
表
青
少
年
調
整
監
の
項
中

｢

青
少
年
・
私
学
課｣

を

｢

青
少
年
育
成
課｣

に
改
め､

同
表
雇
用
調
整
監
の
項
中

｢

雇
用
支
援
課｣

を

｢

雇
用
支
援
室｣

に
改
め､

同
表
健
康
長
寿
推
進
監
の
項
を
削
り､

同
表
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公
共
土
木
施
設
維
持
管

理
監

県
土
整
備
部
道
路
保
全

課

上
司
の
命
を
受
け
て
公
共
土
木
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

局
付

必
要
な
局

上
司
の
命
を
受
け
て
局
の
特
定
の
事
務
を
処
理
す
る

｡

室
付

必
要
な
室

上
司
の
命
を
受
け
て
室
の
特
定
の
事
務
を
処
理
す
る

｡

職

職

務

総
括
マ
ネー

ジ
ャー

上
司
の
命
を
受
け
て､

特
定
分
野
に
お
け
る
調
整
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

マ
ネー

ジ
ャー

上
司
の
命
を
受
け
て､

特
定
施
策
に
お
け
る
調
整
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

北
勢
県
民
局
企
画
調
整
部

県
民
の
声
北
勢
相
談
室

津
地
方
県
民
局
企
画
調
整
部

県
民
の
声
津
地
方
相
談
室

松
阪
地
方
県
民
局
企
画
調
整
部

県
民
の
声
松
阪
地
方
相
談
室

南
勢
志
摩
県
民
局
企
画
調
整
部

県
民
の
声
南
勢
志
摩
相
談
室

伊
賀
県
民
局
企
画
調
整
部

県
民
の
声
伊
賀
相
談
室

紀
北
県
民
局
企
画
調
整
部

県
民
の
声
紀
北
相
談
室

紀
南
県
民
局
企
画
調
整
部

県
民
の
声
紀
南
相
談
室

食
品
監
視
監
の
項
中

｢

薬
務
食
品
課｣

を

｢

健
康
福
祉
政
策
課｣

に
改
め､

同
表
中
情
報
化
審
議
監
の
項､

広
域
連
携
推
進
監
の
項

及
び
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
推
進
監
の
項
を
削
り､

同
表
紀
勢
道
調
整
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡

第
二
十
五
条
第
四
項
の
表
中
総
括
検
査
指
導
監
の
項､

出
納
監
の
項
及
び
検
査
指
導
監
の
項
を
削
り､

部
付
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る

｡

第
二
十
五
条
第
四
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡

第
二
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か､

必
要
な
部
若
し
く
は
局
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し､

そ
の
職
の
職
務
は､

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る

｡

第
二
十
七
条
第
二
項
中

｢

の
部
に
あ
つ
て
は､

そ
の
部､

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター
の
所
及
び
セ
ン
ター

に
あ
つ
て
は､

そ
の
所

及
び
セ
ン
ター

｣

を

｢

及
び
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

に
あ
つ
て
は､

そ
の
部｣

に､

｢
出
張
所､

分
室､

分
場､

セ
ン
ター

､

試

験
地
及
び
連
絡
所｣

を

｢

室
及
び
分
室｣

に
改
め
る

｡

第
三
十
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡
(

内
部
組
織)

第
三
十
一
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
県
民
局
企
画
調
整
部
に､

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
室
を
設
置
す
る

｡

第
三
十
二
条
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り､

第
八
号
を
第
七
号
と
し､

第
九
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ､

同
項

第
二
十
号
中

｢

法
律｣

の
下
に

｢(

平
成
四
年
法
律
第
七
十
六
号)｣

を
加
え､

同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し､

同
項
中
第
二
十
一
号

を
第
二
十
号
と
し､

第
二
十
二
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ､

同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ

う
に
改
め
る

｡

２

北
勢
県
民
局
企
画
調
整
部
県
民
の
声
北
勢
相
談
室､

津
地
方
県
民
局
企
画
調
整
部
県
民
の
声
津
地
方
相
談
室､

松
阪
地
方
県
民

局
企
画
調
整
部
県
民
の
声
松
阪
地
方
相
談
室､

南
勢
志
摩
県
民
局
企
画
調
整
部
県
民
の
声
南
勢
志
摩
相
談
室､

伊
賀
県
民
局
企
画

調
整
部
県
民
の
声
伊
賀
相
談
室､

紀
北
県
民
局
企
画
調
整
部
県
民
の
声
紀
北
相
談
室
及
び
紀
南
県
民
局
企
画
調
整
部
県
民
の
声
紀

南
相
談
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

第
三
十
六
条

削
除

第
三
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
中

｢

中
小
企
業
近
代
化
資
金
等
助
成
法
に
基
づ
く｣

を
削
る

｡
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名

称

位

置

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

四
日
市
市

名

称

位

置

総
合
研
究
企
画
部

四
日
市
市

保
健
環
境
研
究
部

四
日
市
市

工
業
研
究
部

津
市

農
業
研
究
部

一
志
郡
嬉
野
町

畜
産
研
究
部

一
志
郡
嬉
野
町

林
業
研
究
部

一
志
郡
白
山
町

水
産
研
究
部

志
摩
郡
浜
島
町

第
三
十
九
条
中
第
四
十
五
号
を
第
四
十
六
号
と
し､

第
二
十
六
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ､

第
二
十
五
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

二
十
六

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

｡

第
四
十
三
条
中
第
一
号
を
削
り､

第
二
号
を
第
一
号
と
し､

第
三
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る

｡

第
四
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

第
四
十
七
条

削
除

第
四
十
八
条
第
二
項
を
削
る

｡

第
五
十
条
第
二
号
中

｢
社
会
福
祉
事
業
法｣

を

｢

社
会
福
祉
法｣

に
改
め､

同
条
第
五
号
中

｢

母
子
福
祉
法｣

を

｢

母
子
及
び
寡

婦
福
祉
法｣

に
改
め
る

｡

第
三
章
第
四
節
第
二
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

第
二
款

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

第
一
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

の
設
置

(

設
置)

第
七
十
六
条

科
学
技
術
の
振
興
及
び
試
験
研
究
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め､

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

を

設
置
す
る

｡

２

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

の
名
称
及
び
位
置
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

３

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

に
次
の
と
お
り
部
を
設
け
る

｡

第
二
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

総
合
研
究
企
画
部

(

分
掌
事
務)

第
七
十
七
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

総
合
研
究
企
画
部
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

内
職
員
の
身
分
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

｡

二

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

内
の
予
算､

経
理
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と

｡

三

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

内
の
広
聴
及
び
広
報
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と

｡

四

科
学
技
術
政
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

五

科
学
技
術
に
係
る
試
験
研
究
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

六

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

｡

七

産
学
官
の
研
究
及
び
交
流
に
関
す
る
こ
と

｡

八

研
究
評
価
に
関
す
る
こ
と

｡

九

み
え
サ
イ
エ
ン
ス
・
ア
カ
デ
ミー

に
関
す
る
こ
と

｡

十

研
究
員
の
資
質
向
上
に
関
す
る
こ
と

｡
十
一

特
許
等
の
取
得
に
関
す
る
こ
と

｡
十
二

学
園
都
市
セ
ン
ター

の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と

｡
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名

称

位

置

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部
金
属

研
究
室

桑
名
市

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部
窯
業

研
究
室

四
日
市
市

名

称

位

置

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部
窯
業

研
究
室
伊
賀
分
室

阿
山
郡
阿
山
町

十
三

そ
の
他
科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と

｡

第
三
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

保
健
環
境
研
究
部

(
分
掌
事
務)

第
七
十
八
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

保
健
環
境
研
究
部
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

保
健
衛
生
及
び
環
境
保
全
に
係
る
試
験
研
究
の
企
画
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡

二

感
染
症
情
報
そ
の
他
公
衆
衛
生
情
報
の
収
集､

解
析
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と

｡

三

保
健
事
象
の
疫
学
的
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

四

細
菌
等
の
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

五

ウ
イ
ル
ス､

リ
ケ
ッ
チ
ァ
等
の
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

六

原
虫
等
の
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

七

感
染
症
に
係
る
分
子
生
物
学
的
な
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

八

病
理
学
的
及
び
臨
床
医
学
的
試
験
研
究
並
び
に
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

九

医
薬
品､

化
粧
品､

家
庭
用
品
等
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
試
験
研
究
並
び
に
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

十

食
品､

食
品
添
加
物､

食
品
汚
染
物､

生
体
試
料
等
の
理
化
学
的
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

十
一

毒
物､

劇
物､

麻
薬
等
の
理
化
学
的
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

十
二

飲
料
水､

温
泉
水
等
の
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

十
三

放
射
能
の
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

十
四

大
気
環
境
の
保
全
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

十
五

大
気
汚
染
物
質
の
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

十
六

水
環
境
の
保
全
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

十
七

水
質
汚
濁
物
質
の
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

十
八

水
質
汚
濁
に
係
る
廃
棄
物､

底
質､

生
物
等
の
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

十
九

土
壌
汚
染
に
係
る
試
験
研
究
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と

｡

二
十

廃
棄
物
資
源
化
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

二
十
一

悪
臭
物
質
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

二
十
二

騒
音
振
動
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

二
十
三

そ
の
他
保
健
衛
生
及
び
環
境
保
全
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

二
十
四

保
健
衛
生
及
び
環
境
保
全
に
係
る
研
修
指
導
の
企
画
並
び
に
技
術
的
援
助
に
関
す
る
こ
と

｡

第
七
十
九
条
及
び
第
八
十
条

削
除

第
四
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部

(

内
部
組
織)

第
八
十
一
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部
に
次
の
と
お
り
室
を
置
く

｡

２

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部
窯
業
研
究
室
に
次
の
と
お
り
分
室
を
置
く

｡

(

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部
の
分
掌
事
務)

第
八
十
二
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
研
究
部
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡
一

工
業
の
試
験
研
究
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡
二

知
的
所
有
権
セ
ン
ター

事
業
に
関
す
る
こ
と

｡
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名

称

位

置

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部
茶
業

研
究
室

亀
山
市

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部
伊
賀

農
業
研
究
室

上
野
市

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部
紀
南

果
樹
研
究
室

南
牟
婁
郡
御
浜
町

三

産
業
技
術
の
実
態
調
査
及
び
技
術
相
談
に
関
す
る
こ
と

｡

四

資
料
の
収
集
及
び
イ
ン
ター

ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
技
術
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と

｡

五

新
製
品
開
発
の
試
験
研
究
及
び
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

六

福
祉
用
具
の
開
発
に
関
す
る
こ
と

｡

七

共
同
研
究
施
設
の
運
営
に
関
す
る
こ
と

｡

八

ユ
ニ
バー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
試
験
研
究
及
び
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

九

繊
維
技
術
の
試
験
研
究
及
び
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

十

環
境
保
全
技
術
及
び
環
境
調
和
型
工
業
材
料
の
試
験
研
究
並
び
に
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

十
一

食
品
及
び
生
物
資
源
の
試
験
研
究
並
び
に
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

十
二

発
酵
食
品
の
試
験
研
究
及
び
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

十
三

高
分
子
材
料
及
び
成
形
技
術
の
試
験
研
究
並
び
に
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

十
四

土
木
建
築
材
料
及
び
製
造
技
術
の
試
験
研
究
並
び
に
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

十
五

機
械
及
び
機
械
部
品
並
び
に
そ
の
加
工
技
術
の
試
験
研
究
並
び
に
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

十
六

金
属
材
料
及
び
そ
の
加
工
技
術
の
試
験
研
究
並
び
に
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

十
七

電
子
制
御､

電
子
デ
バ
イ
ス
及
び
コ
ン
ピ
ュー
ター

利
用
の
試
験
研
究
並
び
に
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

十
八

リ
グ
ニ
ン
誘
導
体
を
利
用
し
た
新
材
料
開
発
に
関
す
る
こ
と

｡

十
九

薬
事
関
連
の
試
験
研
究
及
び
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

(

工
業
研
究
部
各
室
の
分
掌
事
務)

第
八
十
三
条

工
業
研
究
部
金
属
研
究
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

金
属
材
料
の
試
験
研
究
及
び
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

二

金
属
加
工
技
術
の
試
験
研
究
及
び
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

三

金
属
工
業
技
術
者
の
育
成
に
関
す
る
こ
と

｡

２

工
業
研
究
部
窯
業
研
究
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

窯
業
原
材
料
及
び
製
品
の
試
験
研
究
並
び
に
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

二

窯
業
製
品
の
開
発
及
び
デ
ザ
イ
ン
の
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

三

窯
業
技
術
者
の
育
成
に
関
す
る
こ
と

｡

四

窯
業
技
術
に
係
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と

｡

３

工
業
研
究
部
窯
業
研
究
室
伊
賀
分
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

陶
磁
器
原
材
料
及
び
製
品
の
試
験
研
究
並
び
に
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と

｡

二

伊
賀
焼
製
品
の
開
発
に
関
す
る
こ
と

｡

三

陶
磁
器
技
術
者
の
育
成
に
関
す
る
こ
と

｡

第
五
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部

(

内
部
組
織)

第
八
十
四
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部
に
次
の
と
お
り
室
を
置
く

｡

(

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部
の
分
掌
事
務)

第
八
十
五
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

農
業
研
究
部
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

農
業
試
験
研
究
に
係
る
企
画
調
整
及
び
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と

｡

二

地
域
農
業
の
活
性
化
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡
三

土
壌
及
び
肥
料
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡
四

農
作
物
の
病
害
及
び
虫
害
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡
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名

称

位

置

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

水
産
研
究
部
鈴
鹿

水
産
研
究
室

鈴
鹿
市

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

水
産
研
究
部
尾
鷲

水
産
研
究
室

尾
鷲
市

五

有
機
性
廃
棄
物
の
循
環
利
用
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

六

主
要
農
作
物
及
び
特
用
作
物
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

七

園
芸
作
物
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

八

水
稲
及
び
園
芸
作
物
に
係
る
新
品
種
開
発
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

九

主
要
農
作
物
等
原
種
生
産
に
関
す
る
こ
と

｡

十

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジー

等
先
端
技
術
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

(

農
業
研
究
部
各
室
の
分
掌
事
務)

第
八
十
六
条

農
業
研
究
部
茶
業
研
究
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

茶
の
栽
培
及
び
製
造
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

二

南
勢
地
域
の
茶
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

２

農
業
研
究
部
伊
賀
農
業
研
究
室
の
分
掌
事
務
は､

主
要
農
作
物
の
栽
培､

原
種
生
産
及
び
ブ
ド
ウ
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る

こ
と
と
す
る

｡

３

農
業
研
究
部
紀
南
果
樹
研
究
室
の
分
掌
事
務
は､

か
ん
き
つ
等
果
樹
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
と
す
る

｡

第
六
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター
畜
産
研
究
部

(

分
掌
事
務)

第
八
十
七
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

畜
産
研
究
部
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

畜
産
試
験
研
究
に
係
る
企
画
調
整
及
び
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と

｡

二

乳
牛､

肉
牛､

豚
及
び
鶏
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

三

家
畜
の
改
良
繁
殖
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

四

飼
料
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

五

有
機
性
廃
棄
物
の
循
環
利
用
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

第
八
十
八
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で

削
除

第
七
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

林
業
研
究
部

(

分
掌
事
務)

第
九
十
七
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

林
業
研
究
部
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

林
業
試
験
研
究
に
係
る
企
画
調
整
及
び
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と

｡

二

育
種､

育
苗
及
び
育
林
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

三

森
林
生
態
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

四

林
業
経
営
及
び
林
業
機
械
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

五

採
種
園
及
び
採
穂
園
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

｡

六

森
林
保
護
及
び
防
災
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

七

特
用
林
産
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

八

林
産
物
の
加
工
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

九

森
林
の
公
益
的
機
能
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
｡

十

林
業
に
係
る
物
件
の
分
析
等
に
関
す
る
こ
と

｡

第
八
目

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

水
産
研
究
部

(

内
部
組
織)

第
九
十
八
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

水
産
研
究
部
に
次
の
と
お
り
室
を
置
く

｡

(

分
掌
事
務)

第
九
十
九
条

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

水
産
研
究
部
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

水
産
試
験
研
究
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

｡
二

漁
海
況
及
び
資
源
に
係
る
調
査
研
究
情
報
に
関
す
る
こ
と

｡
三

種
苗
放
流
技
術
に
係
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡
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総
務
課
長

県
民
局
県
税
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

総
務
課
長

必
要
な
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

納
税
管
理
課
長

県
民
局
県
税
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

税
務
管
理
課
長

県
民
局
県
税
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

課
税
一
課
長

県
民
局
県
税
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

課
税
二
課
長

県
民
局
県
税
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

健
康
長
寿
推
進
監

紀
南
県
民
局
保
健
福
祉

部

上
司
の
命
を
受
け
て
健
康
長
寿
社
会
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

る

｡

総
務
課
長

県
民
局
農
政
部､

農
林

商
工
部
及
び
農
林
水
産

商
工
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

検
査
金
融
課
長

県
民
局
農
政
部､

農
林

商
工
部
及
び
農
林
水
産

商
工
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

四

漁
船
漁
業
に
係
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

五

沿
岸
漁
場
の
整
備
開
発
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

六

漁
具
及
び
漁
法
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

七

水
産
物
の
利
用
及
び
加
工
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

八

漁
場
生
産
力
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

九

漁
場
環
境
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

十

増
養
殖
技
術
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

十
一

人
工
種
苗
の
育
種
に
関
す
る
こ
と

｡

十
二

栽
培
漁
業
セ
ン
ター
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

｡

十
三

調
査
船
の
運
営
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と

｡

(

水
産
研
究
部
各
室
の
分
掌
事
務)

第
百
条

水
産
研
究
部
鈴
鹿
水
産
研
究
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

伊
勢
湾
内
に
お
け
る
増
殖
の
実
用
化
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

二

の
り
養
殖
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

三

水
生
生
物
の
生
態
系
保
全
及
び
河
川
環
境
保
全
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

２

水
産
研
究
部
尾
鷲
水
産
研
究
室
の
分
掌
事
務
は､

次
の
と
お
り
と
す
る

｡

一

か
ん
水
養
殖
の
実
用
化
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

二

魚
類
の
病
害
対
策
に
係
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と

｡

第
百
四
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法｣

の
下
に

｢(
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号)｣

を
加
え
る

｡

第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

三

経
理
に
関
す
る
こ
と

(

農
業
大
学
校
及
び
病
害
虫
防
除
所
に
係
る
も
の
を
含
む

｡

次
号
に
お
い
て
同
じ

｡)

｡

第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り､

同
項
第
九
号
中

｢

及
び
保
管｣

を
削
り､

同
号
を
同
項
第
四
号
と
す

る

｡第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
表
中

｢

を

｣

｢

に､

｣

｢

を

｣

｢

に､

｣

｢

を

｣
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検
査
課
長

県
民
局
農
政
部､

農
林

商
工
部
及
び
農
林
水
産

商
工
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

経
営
普
及
課
長

県
民
局
農
政
部､

農
林

商
工
部
及
び
農
林
水
産

商
工
部

上
司
の
命
を
受
け
て
農
業
改
良
普
及
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

技
術
普
及
課
長

県
民
局
農
政
部､

農
林

商
工
部
及
び
農
林
水
産

商
工
部

上
司
の
命
を
受
け
て
農
業
改
良
普
及
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

鈴
鹿
普
及
課
長

北
勢
県
民
局
農
林
商
工

部

上
司
の
命
を
受
け
て
農
業
改
良
普
及
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

総
務
課
長

県
民
局
建
設
部

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

維
持
管
理
課
長

県
民
局
建
設
部

上
司
の
命
を
受
け
て
土
木
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

る

｡

維
持
管
理
課
長

県
民
局
建
設
部

上
司
の
命
を
受
け
て
土
木
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

る

｡

副
部
長

必
要
な
地
域
機
関

部
長
を
補
佐
し
て､

あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
に
つ
い
て､

部
下
職
員
を
指
揮
監

督
し､

部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は､

そ
の
職
務
を
代
理
す
る

｡

納
税
管
理
課
長

県
税
事
務
所

上
司
の
命
を
受
け
て
県
税
の
収
納
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

税
務
管
理
課
長

紀
州
県
税
事
務
所

上
司
の
命
を
受
け
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る

｡

課
税
一
課
長

県
税
事
務
所

上
司
の
命
を
受
け
て
県
税
の
課
税
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

課
税
二
課
長

県
税
事
務
所

上
司
の
命
を
受
け
て
県
税
の
課
税
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

経
営
普
及
課
長

地
域
農
業
改
良
普
及
セ

ン
ター

上
司
の
命
を
受
け
て
農
業
改
良
普
及
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

技
術
普
及
課
長

地
域
農
業
改
良
普
及
セ

ン
ター

上
司
の
命
を
受
け
て
農
業
改
良
普
及
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

｢

に
改
め､

｣

同
表
農
業
基
盤
整
備
二
課
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡

第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る

｡

｣

第
百
六
十
五
条
第
二
項
の
表
部
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡

第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
表
総
務
課
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡

第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る

｡

｣

第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
表
事
務
次
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡

第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
表
総
括
研
究
員
の
項､

主
幹
研
究
員
の
項､

主
任
研
究
員
の
項
及
び
研
究
企
画
監
の
項
中

｢

科
学
技
術

振
興
セ
ン
ター

｣

の
下
に

｢

の
部｣

を
加
え､

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

｡
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ナ
レ
ッ
ジ
研
究
推
進
監

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

総
合
研
究
企
画
部

上
司
の
命
を
受
け
て
先
導
的
な
新
規
研
究
の
企
画
立
案
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

｡

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
推

進
監

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

総
合
研
究
企
画
部

上
司
の
命
を
受
け
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

る

｡

一

県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
の
課
長
及
び
建
築
指
導
監

二

県
民
局
建
設
部
の
建
築
課
長

三

県
民
局
建
設
部
に
お
い
て
建
築
業
務
に
従
事
す
る
主
幹

(

前
号
の
職
員
に
事
故
が
あ
る
場
合
又
は
欠
け
た
場
合
に
限
る

｡)

四

県
民
局
建
設
部
に
お
い
て
建
築
業
務
に
従
事
す
る
主
査

(

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
建
築
物
に
つ
い
て
前
二
号
の
職
員
に

事
故
が
あ
る
場
合
又
は
欠
け
た
場
合
に
限
る

｡)

第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
表
精
度
管
理
監
の
項
中

｢

保
健
環
境
研
究
所｣

を

｢

保
健
環
境
研
究
部｣

に
改
め､

同
表
専
門
技
術
員

の
項
を
削
り､

同
表
船
長
の
項
及
び
機
関
長
の
項
中

｢

水
産
技
術
セ
ン
ター

｣

を

｢

水
産
研
究
部｣

に
改
め､

同
条
第
五
項
中

｢

県

民
局｣

の
下
に

｢

及
び
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

｣

を
加
え
る

｡

第
百
七
十
四
条
中

｢

社
会
福
祉
事
業
法｣

を

｢

社
会
福
祉
法｣

に
改
め
る

｡

第
百
七
十
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
項
中

｢

林
業
技
術
セ
ン
ター

｣

を

｢

林
業
研
究
部｣

に､

｢

森
林
病
害
虫
等
防
除
員｣

を

｢

森
林
害
虫
防
除
員｣

に
改
め､

同
表
第
十
号
の
項
中

｢

農
業
技
術
セ
ン
ター

｣

を

｢

畜
産
研
究
部｣

に
改
め､

同
表
第
十
五
号
の

項
中

｢

農
業
技
術
セ
ン
ター

｣

を

｢

農
業
研
究
部｣

に
改
め､

同
条
第
二
項
の
表
第
二
号
の
項
中

｢

及
び
保
健
所
支
所｣

を
削
り､

同
表
第
三
号
の
項
中
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
八
号
中

｢

総
務
課｣

を

｢

出
納
総
務
課｣

に
改
め､

同
条
第
二
項
の
表
中

｢

生
活
部
各
課｣

を

｢

生
活

部
各
課
室｣

に､

｢

出
納
局
総
務
課｣

を

｢

出
納
局
出
納
総
務
課｣

に､

｢

総
務
課
を
除
く
出
納
局
各
課｣

を

｢

出
納
局
財
務
会
計
課｣

に
改
め､

同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し､

第
三
項
を
第
四
項
と
し､

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

３

生
活
部
生
活
課
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
の
う
ち､

予
算
経
理
業
務
に
従
事
す
る
も
の
は､

生
活
部
各
課
室

(

生
活
課
を
除

く

｡)

の
相
当
の
職
に
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る

｡

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

(

工
業
等
に
係
る
試
験
研
究
機
関
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

２

工
業
等
に
係
る
試
験
研
究
機
関
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
三
重
県
規
則
第
一
号)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
等
に
係
る
設
備
等
使
用
料
及
び
試
験
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中

｢

工
業
等
に
係
る
試
験
研
究
機
関
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例｣

を

｢

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

工
業
等

に
係
る
設
備
等
使
用
料
及
び
試
験
等
手
数
料
条
例｣

に
改
め
る
｡

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

工
業
技
術
総
合
研
究
所｣

を

｢

工
業
研
究
部｣

に､

｢

各
セ
ン
ター

｣

を

｢

各
室｣

に
改
め､

同

項
第
二
号
中

｢

工
業
技
術
総
合
研
究
所
窯
業
セ
ン
ター
｣

を

｢

工
業
研
究
部
窯
業
研
究
室｣

に
改
め､

同
項
第
三
号
中

｢

工
業
技

術
総
合
研
究
所
金
属
セ
ン
ター

｣

を

｢

工
業
研
究
部
金
属
研
究
室｣

に
改
め
る

｡

第
一
号
様
式
中

｢工
業
技
術
総
合
研
究
所
長
｣

を

｢工
業
研
究
部
長
｣

に､

｢工
業
等
に
係
る
試
験
研
究
機
関
使
用
料
及
び
手

数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
｣

を

｢三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
工
業
等
に
係
る
設
備
等
使
用
料
及
び
試
験
等
手
数
料
条
例
施

行
規
則
｣

に
改
め
る

｡

第
二
号
様
式
中

｢工
業
技
術
総
合
研
究
所
長
｣

を

｢工
業
研
究
部
長
｣

に
改
め
る

｡

第
三
号
様
式
中

｢工
業
技
術
総
合
研
究
所
長
｣

を

｢工
業
研
究
部
長
｣

に､

｢工
業
等
に
係
る
試
験
研
究
機
関
使
用
料
及
び
手

数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
｣

を

｢三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
工
業
等
に
係
る
設
備
等
使
用
料
及
び
試
験
等
手
数
料
条
例
施

行
規
則
｣

に
改
め
る

｡

(

三
重
県
鶏
の
経
済
能
力
検
定
規
則
の
一
部
改
正)

３

三
重
県
鶏
の
経
済
能
力
検
定
規
則

(

昭
和
四
十
年
三
重
県
規
則
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
一
条
中

｢

農
業
技
術
セ
ン
ター

｣

を

｢

畜
産
研
究
部｣

に
改
め
る

｡
第
三
条
第
二
項
中

｢

農
業
技
術
セ
ン
ター

所
長｣

を

｢

畜
産
研
究
部
長｣

に､

｢

所
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
る

｡
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定､

第
九
条､

第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
中

｢

所
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
る

｡

第
二
号
様
式
中

｢所
長
｣

を

｢畜
産
研
究
部
長
｣

に
改
め
る

｡
平
成
13
年
３
月
30
日
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(

三
重
県
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

４

三
重
県
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
三
年
三
重
県
規
則
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る

｡

第
一
条
中

｢

総
務
部
財
政
課｣

を

｢

総
務
局
予
算
調
整
課｣

に
改
め
る

｡

第
二
条
中

｢
振
興
事
務
所｣

を

｢

企
画
調
整
部｣

に
改
め
る

｡

第
三
条
中

｢
振
興
事
務
所
長｣

を

｢

企
画
調
整
部
長｣

に
改
め
る

｡

(

三
重
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
の
一
部
改
正)

５

三
重
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則

(

昭
和
六
十
三
年
三
重
県
規
則
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
四
条
中

｢

生
活
課｣
を

｢
情
報
公
開
室｣

に
改
め
る

｡

(

三
重
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
等
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

６

三
重
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
等
施
行
規
則

(

平
成
十
年
三
重
県
規
則
第
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
四
条
中

｢

生
活
課
Ｎ
Ｐ
Ｏ
室｣

を

｢
Ｎ
Ｐ
Ｏ
室｣

に
改
め
る

｡

(

三
重
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

７

三
重
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則

(
昭
和
四
十
七
年
三
重
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
五
条
第
一
号
及
び
第
七
条
第
二
項
中

｢

青
少
年
・
私
学
課｣

を

｢

青
少
年
育
成
課｣

に
改
め
る

｡

(

国
際
交
流
活
動
を
行
う
外
国
青
年
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

８

国
際
交
流
活
動
を
行
う
外
国
青
年
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
三
重
県
規
則
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

｡

第
二
条
第
一
項
中

｢

国
際
課｣

を

｢

国
際
室｣

に
改
め
る

｡

第
四
条
第
四
項
中

｢

国
際
課
長｣

を

｢

国
際
室
長｣

に､

｢

課
長｣

を

｢
室
長｣

に
改
め
る

｡

第
五
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
一
項
中

｢

課
長｣

を

｢

室
長｣

に
改
め
る

｡

(

三
重
県
公
衆
衛
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

９

三
重
県
公
衆
衛
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
三
重
県
規
則
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る

｡

第
七
条
中

｢

三
重
県
立
看
護
学
院
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
三
重
県
条
例
第
三
十
号)｣

を

｢
三
重
県
立
看
護
大
学
条
例

(

平
成

八
年
三
重
県
条
例
第
四
十
号)｣

に､

｢

三
重
県
行
政
組
織
規
程

(

昭
和
三
十
二
年
三
重
県
規
則
第
五
十
号)

第
五
条
第
一
項
第
四

号
に
規
定
す
る
課｣

を

｢

三
重
県
行
政
組
織
規
則

(

平
成
十
年
三
重
県
規
則
第
三
十
五
号)

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
課｣

に､

｢

第
百
三
十
七
条
に
規
定
す
る
三
重
県
衛
生
研
究
所｣

を

｢

第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

保

健
環
境
研
究
部｣

に
改
め
る

｡

(

衛
生
試
験
検
査
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

01

衛
生
試
験
検
査
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
三
重
県
規
則
第
七
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
一
条
中

｢

保
健
環
境
研
究
所｣

を

｢

保
健
環
境
研
究
部｣

に
改
め
る

｡

第
六
条
中

｢

三
重
県
保
健
所
手
数
料
条
例｣

の
下
に

｢(

昭
和
三
十
三
年
三
重
県
条
例
第
十
四
号)｣

を
加
え､

｢

三
重
県
科
学

技
術
振
興
セ
ン
ター

保
健
環
境
研
究
所
手
数
料
条
例｣

を

｢

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

衛
生
試
験
手
数
料
条
例

(

昭
和
二

十
八
年
三
重
県
条
例
第
四
号)｣

に
改
め
る

｡

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中

｢保
健
環
境
研
究
所
長
｣

を

｢保
健
環
境
研
究
部
長
｣

に
改
め
る

｡

(

主
要
農
作
物
種
子
審
査
規
則
の
一
部
改
正)

11

主
要
農
作
物
種
子
審
査
規
則

(

昭
和
五
十
年
三
重
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
二
条
第
二
号
中

｢

農
業
技
術
セ
ン
ター

｣

を

｢

農
業
研
究
部｣

に
改
め
る

｡

(

三
重
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

21

三
重
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
三
重
県
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

｡第
十
二
条
第
二
項
中

｢

出
納
局
総
務
課｣

を

｢

出
納
局
出
納
総
務
課｣

に
改
め
る

｡

(

三
重
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正)

31

三
重
県
会
計
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
重
県
規
則
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
三
条
第
二
項
中

｢

出
納
課
長｣

を

｢

出
納
総
務
課
長｣

に､

｢

総
務
課｣

を

｢

出
納
総
務
課｣

に
改
め
る

｡

第
三
条
の
二
中

｢

出
納
課
長｣

を

｢

出
納
総
務
課
長｣

に
改
め
る

｡

(

電
子
計
算
組
織
に
よ
る
給
与
等
の
支
出
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

41

電
子
計
算
組
織
に
よ
る
給
与
等
の
支
出
事
務
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
三
重
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

｡
平
成
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年
３
月
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第
二
条
第
一
号
中

｢

選
挙
管
理
委
員
会｣

を

｢

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局｣

に､

｢

出
納
局
総
務
課
長｣

を

｢

総
務
局
政
策
評

価
推
進
課
長｣

に
改
め
る

｡

(
三
重
県
県
有
自
動
車
等
管
理
規
則
の
一
部
改
正)

51

三
重
県
県
有
自
動
車
等
管
理
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
三
重
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
十
四
条
第
二
項
中

｢

総
務
課｣

を

｢

出
納
総
務
課｣

に
改
め､

同
条
第
三
項
中

｢

総
務
課
長｣

を

｢

出
納
総
務
課
長｣

に
改

め
る

｡

第
五
号
様
式
中

｢総
務
課
長
｣

を

｢出
納
総
務
課
長
｣

に
改
め
る

｡

(

三
重
県
物
品
調
達
規
則
の
一
部
改
正)

61

三
重
県
物
品
調
達
規
則

(
平
成
十
三
年
三
重
県
規
則
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
中

｢

総
務
課
長｣

を

｢

出
納
総
務
課
長｣

に
改
め
る

｡

三
重
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三

重

県

知

事

北

川

正

恭

三
重
県
規
則
第
五
十
三
号

三
重
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
証
紙
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
三
重
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
十
二
条
第
二
項
を
削
る

｡

第
十
三
条
第
一
項
中

｢

第
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
十
一
号
様
式｣

に
改
め
る

｡

第
十
四
条
中

｢

証
紙
収
入
実
績
報
告
書

(

第
十
三
号
様
式)

を
作
成
し､｣
を

｢
証
紙
収
入
実
績
を｣

に､

｢

提
出｣

を

｢

報
告｣

に
改
め
る

｡

別
表
第
一
中
第
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

二

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

衛
生
試
験
手
数
料
条
例

(

昭
和
二
十
八
年
三
重
県
条
例
第
四
号)

第
二
条
に
規
定
す
る
手

数
料

別
表
第
一
第
三
の
項
中

｢

自
治
大
臣｣

を

｢

総
務
大
臣｣

に
改
め､

同
表
中
第
二
十
六
の
項
を
削
り､

第
二
十
七
の
項
を
第
二
十

六
の
項
と
し､

第
二
十
八
の
項
か
ら
第
三
十
三
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ､

第
三
十
四
の
項
を
削
る

｡

第
一
号
様
式
中

｢
(半
径
250ｍ

の
範
囲
)
｣

を
削
る

｡

第
三
号
様
式
の
二
中

｢第
３
号
様
式
の
２
｣

を

｢第
３
号
様
式
の
２
(第
６
条
関
係
)｣

に
改
め､

｢(半
径
250ｍ

の
範
囲
)｣

を

削
る

｡

第
七
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢総
務
課
長
｣

を

｢出
納
総
務
課
長
｣

に
改
め
る

｡

第
十
一
号
様
式
を
削
り､

第
十
二
号
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
し､

第
十
三
号
様
式
を
削
る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

人
事
委
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
は､

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
一
年
三
重
県
条
例
第
二
十
九
号)

に
基
づ
き､

三

重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

四

(

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

古

市

直

巳

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

四

(

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

四

(

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

別
表
第
一
の
表
中

｢

税
務
課｣

を

｢

税
務
政
策
課｣

に
改
め
る

｡

別
表
第
四
の
表
中

｢

保
健
環
境
研
究
所｣

を

｢

保
健
環
境
研
究
部｣

に､

｢

工
業
技
術
総
合
研
究
所｣

を

｢

工
業
研
究
部｣

に
改

め
る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
人
事
委
員
会
は､

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
三
重
県
条
例
第
六
十
七
号)

に
基
づ
き､

三
重
県
人
事

委
員
会
規
則
七－

一
二

(

職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡
平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
22
)



工
業
技
術
総
合
研
究
所
長

農
業
技
術
セ
ン
ター

所
長

百
分
の
二
十

(

人
事
委
員
会
が
特
に

認
め
る
場
合
に
あ
つ

て
は､
百
分
の
二
十
三)

保
健
環
境
研
究
所
長

林
業
技
術
セ
ン
ター

所
長

水
産
技
術
セ
ン
ター

所
長

参
事

百
分
の
二
十

保
健
環
境
研
究
所
次
長

工
業
技
術
総
合
研
究
所
次
長

農
業
技
術
セ
ン
ター

次
長

林
業
技
術
セ
ン
ター

次
長

水
産
技
術
セ
ン
ター

次
長

百
分
の
十
五

参
事

百
分
の
二
十

総
合
研
究
企
画
部
長

保
健
環
境
研
究
部
長

工
業
研
究
部
長

農
業
研
究
部
長

畜
産
研
究
部
長

林
業
研
究
部
長

水
産
研
究
部
長

百
分
の
十
七

総
合
研
究
企
画
部
副
部
長

保
健
環
境
研
究
部
副
部
長

工
業
研
究
部
副
部
長

農
業
研
究
部
副
部
長

畜
産
研
究
部
副
部
長

林
業
研
究
部
副
部
長

水
産
研
究
部
副
部
長

百
分
の
十
五

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

古

市

直

巳

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

一
二

(

職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

一
二

(

職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

別
表
知
事
部
局
の
項
中

｢

課
長

(

支
給
割
合
が
百
分
の
十
八
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

｡)｣

を

｢

課
長

(

支
給
割
合
が
百
分
の
十
八
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

｡)

生
活
部
室
長

(

困
難
な
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る

｡)
｣

に､

｢

課
室
長

(

支
給
割
合
が
百
分
の
十
七
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

｡)
｣

を

｢

生
活
部
室
長

(

支
給
割
合
が
百
分
の
十
七
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

｡)

課
室
長

(

支
給
割
合
が
百
分
の
十
七
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

｡)
｣

に
改
め､

｢

出
納
監｣

を
削
り､

｢

を
｣

｢

に､

｣

｢

小
児
心
療
セ
ン
ター

あ
す
な
ろ
学
園
管
理
部
長｣

を

｢

小
児
心
療
セ
ン
ター

あ
す
な
ろ
学
園
管
理
部
長
・
医
療
部
長

総
合
保
健
セ
ン
ター

診
療
部
長

｣

に
改
め､

人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
中

｢

百
分
の
二
十
二

(

人
事
委
員
会
が
特
に
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は､

百
分
の
二
十
五)

｣

を

｢

百
分

の
二
十
五｣

に､

｢

百
分
の
十
五｣

を

｢

百
分
の
二
十
二｣

に
改
め､

教
育
委
員
会
事
務
局
の
項
中

｢

鈴
鹿
青
少
年
セ
ン
ター

所
長｣

及
び

｢

斎
宮
歴
史
博
物
館
次
長｣

を
削
り､

警
察
の
項
中

｢

監
察
官
室
長｣

を

｢

上
席
監
察
官｣

に
改
め､

｢

上
席
監
察
官｣

を
削

る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し､

改
正
後
の
別
表
警
察
の
項
の
規
定
は､

平
成
十
三
年
三
月
二
十
六
日
か
ら

適
用
す
る

｡

三
重
県
人
事
委
員
会
は､

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
三

重
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二－

四

(

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

古

市

直

巳

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
23
)



三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二－

四

(

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二－

四

(

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中

｢

青
少
年
対
策
審
議
監

女
性
政
策
審
議
監｣

を

｢

男
女
共
同
参
画
審
議
監｣

に
改
め､

｢

情
報
化

審
議
監｣
､

｢
政
策
調
整
監｣

､

｢

エ
ネ
ル
ギー

政
策
監｣

及
び

｢

広
域
交
流
監｣

を
削
り､

｢

庁
舎
・
財
産
管
理
監｣

を

｢

資
産
運
用

管
理
監｣

に
改
め､

｢

健
康
長
寿
推
進
監｣

､

｢

健
康
対
策
監｣

､

｢

広
域
連
携
推
進
監｣

及
び

｢

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
推
進
監｣

を
削
り､

｢

紀
勢
道
調
整
監｣
を

｢

紀
勢
道
調
整
監

公
共
土
木
施
設
維
持
管
理
監｣

に､

｢

課
長
補
佐｣

を

｢

課

(

室)

長
補
佐｣

に､

｢

税

務
課｣

を

｢

税
務
政
策
課｣

に､

｢(

庁
舎
管
理
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)｣

を

｢(

庁
舎
管
理
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)

勤
労
福
祉
課

主
幹
又
は
主
査

(

人
事
担
当
の
グ
ルー

プ
リー

ダー

に
限
る

｡)

青
少
年
育
成
課
主
幹
又
は
主
査

(

人
事
担
当
の
グ
ルー

プ
リー

ダー

に
限
る

｡)｣

に､

｢

組
織
及
び
行
政
シ
ス
テ
ム
改
革｣

を

｢

組
織､

行
政
シ
ス
テ
ム
改
革
及
び
法
務｣

に
改
め､

同
表
出
納
局

の
項
中

｢

出
納
監

検
査
指
導
監｣
を
削
り､

｢

総
務
課
主
幹｣

を

｢

出
納
総
務
課
主
幹
及
び
主
査｣

に､

｢

出
納
課
主
幹
又
は
主
査

(

歳
計
現
金
を
管
理
す
る
グ
ルー

プ
リー
ダー

に
限
る

｡)｣

を

｢

出
納
総
務
課
主
幹
又
は
主
査

(

歳
計
現
金
を
管
理
す
る
グ
ルー

プ

リー

ダー

に
限
る

｡)

出
納
総
務
課
主
事
及
び
技
師

(

人
事
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)｣

に
改
め､

同
表
教
育
委
員
会
事
務
局
の
項

中

｢

課

(

室)

長｣

を

｢

課

(

室)

長

室
長｣
に､

｢

教
育
財
産
管
理
監

教
育
行
政
シ
ス
テ
ム
改
革
監｣

を

｢

ス
ポー

ツ
振
興

監

施
設
運
営
改
革
監｣

に､

｢

主
査

(

人
事､

給
与
及
び
教
育
行
政
シ
ス
テ
ム
改
革
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)｣

を

｢

主
査

(

法
令

及
び
給
与
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)

教
育
政
策
課
主
幹
及
び
主
査

(

人
事
政
策
及
び
教
育
行
政
シ
ス
テ
ム
改
革
担
当
の
も
の
に
限

る

｡)｣

に､

｢

､

給
与
及
び
学
校
運
営
改
革｣

を

｢

及
び
採
用｣
に､

｢

技
師

(

人
事､

給
与
及
び
教
育
行
政
シ
ス
テ
ム
改
革
担
当
の

も
の
に
限
る

｡)｣

を

｢

技
師

(

給
与
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)
教
育
政
策
課
主
事
及
び
技
師

(

教
育
行
政
シ
ス
テ
ム
改
革
担
当
の

も
の
に
限
る

｡)｣

に
改
め
る

｡

別
表
第
二
中

｢

―
保
健
福
祉
部
―
部
長

支
所
長

副
部
長

保
健
監

福
祉
監

児
童
監

副
参
事｣

を

｢

―
保
健
福
祉
部
―

部
長

副
部
長

保
健
監

福
祉
監

児
童
監

健
康
長
寿
推
進
監

副
参
事｣
に､

｢

―
下
水
道
部
―
部
長

次
長｣

を

｢

―
下

水
道
部
―
部
長

次
長

副
参
事｣

に､

｢

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

所
長

次
長

研
究
企
画
監

主
幹
又
は
主
査

(

人
事
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)

保
健
環
境
研
究
所

所
長

次
長

精
度
管
理
監

総
括
研
究
員

工
業
技
術
総
合
研
究
所

所
長

次
長

総
括
研
究
員

場
長

を

農
業
技
術
セ
ン
ター

所
長

参
事

次
長

総
括
研
究
員

場
長

林
業
技
術
セ
ン
ター

所
長

次
長

水
産
技
術
セ
ン
ター

所
長

次
長

総
括
研
究
員

分
場
長

｣

｢

科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

所
長

次
長

総
合
研
究
企
画
部

部
長

副
部
長

研
究
企
画
監

ナ
レ
ッ
ジ
研
究
推
進
監

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
推
進
監

副
参
事

主
幹
又
は
主
査

(

人
事
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)

保
健
環
境
研
究
部

部
長

副
部
長

研
究
企
画
監

精
度
管
理
監

総
括
研
究
員

工
業
研
究
部

部
長

副
部
長

研
究
企
画
監

総
括
研
究
員

室
長

に､

農
業
研
究
部

部
長

副
部
長

研
究
企
画
監

総
括
研
究
員

室
長

畜
産
研
究
部

部
長

副
部
長

研
究
企
画
監

総
括
研
究
員

林
業
研
究
部

部
長

副
部
長

研
究
企
画
監

総
括
研
究
員

水
産
研
究
部

部
長

副
部
長

研
究
企
画
監

総
括
研
究
員

室
長

｣

｢

公
衆
衛
生
学
院
―
院
長

事
務
長｣

を

｢

公
衆
衛
生
学
院
―
院
長

事
務
長

副
参
事｣

に､

｢

美
術
館

館
長

主
幹

(

人
事
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)

を

鈴
鹿
青
少
年
セ
ン
ター

所
長

主
幹

(

人
事
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)｣

｢

美
術
館

―
館
長

主
幹

(

人
事
担
当
の
も
の
に
限
る

｡)｣

に
改
め
る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

告
示

三
重
県
告
示
第
百
八
十
七
号

三
重
県
農
業
技
術
セ
ン
ター

産
卵
能
力
検
定
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
ま
す

｡
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三

重

県

知

事

北

川

正

恭

三
重
県
農
業
技
術
セ
ン
ター

産
卵
能
力
検
定
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
24
)



６
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
(農
業
研
究
部
及
び
林
業
研
究
部
に
限
る
｡)

７
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
(水
産
研
究
部
及
び
畜
産
研
究
部
に
限
る
｡)

(

三
重
県
農
業
技
術
セ
ン
ター

産
卵
能
力
検
定
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

三
重
県
農
業
技
術
セ
ン
ター

産
卵
能
力
検
定
規
程

(

昭
和
七
年
三
重
県
告
示
第
千
百
七
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

｡

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

畜
産
研
究
部
産
卵
能
力
検
定
規
程

第
一
条
中

｢
三
重
県
農
業
技
術
セ
ン
ター

所
長

(

以
下

｢

所
長｣

ト
イ
ウ

｡)｣

を

｢

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

畜
産
研

究
部
長

(

以
下

｢
部
長｣

ト
イ
ウ

｡)｣

に
改
め
る

｡

第
四
条
中

｢

所
長｣
を

｢
部
長｣

に
改
め
る

｡

第
五
条
第
一
項
中

｢

所
長｣
を

｢

部
長｣

に
改
め､

同
条
第
二
項
中

｢

三
重
県
農
業
技
術
セ
ン
ター

(

以
下

｢

セ
ン
ター

｣

ト

イ
ウ

｡)｣

を
三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

畜
産
研
究
部

(

以
下

｢

部｣

ト
イ
ウ

｡)｣

に
改
め､

同
条
第
三
項
中

｢

所
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
る

｡

第
六
条
中

｢

所
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
る

｡

第
七
条
及
び
第
八
条
中

｢

セ
ン
ター

｣

を

｢
部｣

に
改
め
る

｡

第
十
条
第
一
項
中

｢

所
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め､

第
二
項
中

｢

場
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
る

｡

第
十
二
条
第
二
項
中

｢

所
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
る

｡

第
一
号
様
式
中

｢三
重
県
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
殿
｣

を
｢三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
部
長
様
｣

に

改
め
る

｡

(

三
重
県
指
定
原
種
豚
場
お
よ
び
原
種
鶏
場
設
置
要
綱
の
一
部
改
正)

第
二
条

三
重
県
指
定
原
種
豚
場
お
よ
び
原
種
鶏
場
設
置
要
綱

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
告
示
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

｡

第
二
条
中

｢

三
重
県
農
業
技
術
セ
ン
ター

｣

を

｢

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

畜
産
研
究
部｣

に
改
め
る

｡

第
三
条
第
二
項
中

｢

所
轄
県
事
務
所
ま
た
は
農
業
事
務
所｣

を

｢

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

畜
産
研
究
部｣

に
改
め
る

｡

第
六
条
第
二
項
中

｢

三
重
県
農
業
技
術
セ
ン
ター

所
長

(

以
下

｢

所
長｣

と
い
う

｡)｣
を

｢

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

畜
産
研
究
部
長

(

以
下

｢

部
長｣

と
い
う

｡)｣

に
改
め､

同
条
第
三
項
中

｢

所
長｣

を

｢

部
長｣
に
改
め
る

｡

第
一
号
様
式
中

｢三
重
県
知
事

殿
｣

を

｢三
重
県
知
事

様
｣

に､

｢指
定
を
う
け
た
く
｣
を
｢指
定
を
受
け
た
い
の
で
｣

に
改
め
る

｡

第
四
号
様
式
中

｢指
定
す
る
｣

を

｢指
定
し
ま
す
｣

に
改
め､

｢昭
和

年
月

日
｣

を

｢
年

月
日
｣

に
改
め
る

｡

附

則

こ
の
告
示
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
告
示
第
188号

食
品
衛
生
法
の
規
定
に
よ
る
検
査
施
設
を
指
定
(昭
和
28年

三
重
県
告
示
第
525号

)
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
､
平
成
13

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
す
｡

平
成
13年
３
月
30日

三
重
県
知
事

北
川

正
恭

｢

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

保
健
環
境
研
究
所｣

を

｢

三
重
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
ター

保
健
環
境
研
究
部｣

に
改
め
る

｡

人
事
委
告
示

三
重
県
人
事
委
員
会
告
示
第
２
号

労
働
基
準
法
に
よ
る
適
用
事
業
所
分
類
表
の
決
定
(平
成
11年
三
重
県
人
事
委
員
会
告
示
第
４
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
､
平
成
13年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
す
｡

平
成
13年
３
月
30日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

古
市

直
巳

表
の
６
の
項
及
び
７
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
25
)



同 和 課 ( 同 )

青少年・私学課 (青 私)

国 際 課 (国 際)

人 権 室 (人 権)

同 和 室 ( 同 )

情 報 公 開 室 (情 開)

男女共同参画室 (男女共)

交 通 安 全 室 (交 安)

私 学 振 興 室 (私 学)

雇 用 支 援 室 ( 雇 )

職業能力開発室 (職 能)

青少年育成課 (青少年)

国 際 室 (国 際)

Ｎ Ｐ Ｏ 室 (ＮＰＯ)

総 務 課 (出 総)

出 納 課 (出 納)

出 納 総 務 課 (出 総)

財 務 会 計 課 (出 財)

表の12の項中 ｢科学技術振興センター､ 保健環境研究所､ 工業技術総合研究所｣ を ｢科学技術振興センター

(総合研究企画部､ 保健環境研究部及び工業研究部に限る｡)｣ に改める｡

訓 令

三重県訓令第４号

庁 中 一 般

地 域 機 関

その他職員の職名に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡

平成13年３月30日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

その他職員の職名に関する規程の一部を改正する訓令

その他職員の職名に関する規程 (昭和36年三重県訓令第５号) の一部を次のように改正する｡

第３条中 ｢主任技術員｣ を ｢総括技術員､ 主任技術員｣ に改める｡

附 則

この訓令は､ 平成13年４月１日から施行する｡

三重県訓令第５号

庁 中 一 般

地 域 機 関

三重県文書規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡

平成13年３月30日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

三重県文書規程の一部を改正する訓令

三重県文書規程 (昭和63年三重県訓令第１号) の一部を次のように改正する｡

別表第２中

｢

｢

を に､

｣

｣

｢

｢雇 用 支 援 課 ( 雇 )｣ を に､

｣

｢｣

｣
を
｢

｣
に改める｡

附 則

この訓令は､ 平成13年４月１日から施行する｡

三重県訓令第６号

庁 中 一 般

地 域 機 関

三重県職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定めます｡

平成13年３月30日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

三重県職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令

三重県職員の被服等の貸与に関する訓令 (昭和53年三重県訓令第８号) の一部を次のように改正する｡

平 成 13 年 ３ 月 30 日 三 重 県 公 報 号 外( 26 )



� 無 線 通 信 士 作 業 服 ( 上 )

作 業 服 ( 下 )

１

１

２

１

11 科学技術振興センター

農業研究部 (総務企画グルー

プを除く｡)

12 科学技術振興センター

畜産研究部

技 術 吏 員 作 業 服 ( 上 )

作 業 服 ( 下 )

又は

白 衣

ゴ ム 長 靴

又は

地 下 た び

１

１

１

１

１

２

１

１

２

１

６ 科学技術振興センター

畜産研究部

� 試 験 研 究 技 術 員

(機械操作業務に従事する者)

作 業 服 ( 上 )

作 業 服 ( 下 )

夏 シ ャ ツ

安 全 靴

雨 ガ ッ パ

ゴ ム 長 靴

防 寒 服

帽 子 (保護帽)

運 動 靴

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

0.5

１

３

２

２

５

５

１

� 試 験 研 究 技 術 員

(�に掲げる者を除く｡)

作 業 服 ( 上 )

作 業 服 ( 下 )

夏 シ ャ ツ

雨 ガ ッ パ

帽 子

ゴ ム 長 靴

防 寒 服

１

１

１

１

１

１

１

１

0.5

１

２

２

0.5

５

別表の１の�の表中第４号の項を削り､ 同表第５号の項機関の欄中 ｢薬務食品環境課｣ を ｢薬務食品課｣ に改

め､ 同項を同表第４号の項とし､ 同表中第６号の項を第５号の項とし､ 第７号の項から第９号の項までを１項ず

つ繰り上げ､ 第10号の項第３号の次に次のように加え､ 同項を第９号の項とする｡

別表の１の�の表中第11号の項を第10号の項とし､ 第12号から第15号の項までを１項ずつ繰り上げる｡

別表の１の�の表第９号の項機関の欄中 ｢保健環境研究所｣ を ｢保健環境研究部｣ に改め､ 同表第10号の項機

関の欄中 ｢工業技術総合研究所｣ を ｢工業研究部｣ に改め､ 同表第11号の項機関の欄を次のように改める｡

別表の１の�の表中第31号の項を削り､ 第30号の項を第31号の項とし､ 第15号の項から第29号の項までを１項

ずつ繰り下げ､ 同表第14号の項機関の欄中 ｢看護短期大学｣ を削り､ 同項を同表第15号の項とし､ 同表第13号の

項機関の欄中 ｢水産技術センター｣ を ｢水産研究部｣ に改め､ 同項第３号を削り､ 同項を同表第14号の項とし､

同表第12号の項機関の欄中 ｢林業技術センター｣ を ｢林業研究部｣ に改め､ 同項を同表第13号の項とし､ 同表第

11号の項の次に次のように加える｡

別表の２の表第５号の項機関の欄中 ｢農業技術センター｣ を ｢農業研究部｣ に改め､ 同項第２号を削り､ 同項

第３号職員の欄中 ｢及び�｣ を削り､ 同号を第２号とし､ 同表中第10号の項を第11号の項とし､ 第９号の項を第

10号の項とし､ 第８号の項を第９号の項とし､ 同表第７号の項機関の欄中 ｢水産技術センター｣ を ｢水産研究部｣

に改め､ 同項第１号職員の欄中 ｢�試験研究技術員｣ を ｢試験研究技術員｣ に改め､ ｢(海務に従事する者)｣ を

削り､ 同項第２号を削り､ 同項を同表第８号の項とし､ 同表第６号の項機関の欄中 ｢林業技術センター｣ を ｢林

業研究部｣ に改め､ 同項を同表第７号の項とし､ 同表第５号の項の次に次のように加える｡

附 則

この訓令は､ 平成13年４月１日から施行する｡

平 成 13 年 ３ 月 30 日 三 重 県 公 報 号 外( 27 )




